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登録番号 * 氏名又は名称 *
作成日 * ／ ／ 変更日 1: ／ ／ 2: ／ ／ 3: ／ ／

別表４（全 枚の 枚目） 遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
船舶番号等 総トン数 長さ 旅客定員 業務形態整理 遊漁船 遊漁船の使用状況（該当に○） 主たる業務：◎番号 の名称 遊漁船の記載状況（該当に○） 通信設備

の状況 その他全て：○
船舶の所有状況（該当に○） （該当に○）
遊漁船の連絡方法（無線の形式と周波数等）

* ﾄﾝ ｍ * 人 （ ）船釣り
（ ）磯渡し

（ ）遊漁船専用・（ ）漁船と兼用・（ ）他使用と兼用 （ ）筏渡し
（ ）防波堤渡し

（ ）単独記載・（ ）重複記載 （ ）無線 （ ）その他
（ ）他の設備 （

（ ）自己所有船舶・（ ）他者所有船舶 （ ）設備無し ）

* ﾄﾝ ｍ * 人 （ ）船釣り
（ ）磯渡し

（ ）遊漁船専用・（ ）漁船と兼用・（ ）他使用と兼用 （ ）筏渡し
（ ）防波堤渡し

（ ）単独記載・（ ）重複記載 （ ）無線 （ ）その他
（ ）他の設備 （

（ ）自己所有船舶・（ ）他者所有船舶 （ ）設備無し ）

* ﾄﾝ ｍ * 人 （ ）船釣り
（ ）磯渡し

（ ）遊漁船専用・（ ）漁船と兼用・（ ）他使用と兼用 （ ）筏渡し
（ ）防波堤渡し

（ ）単独記載・（ ）重複記載 （ ）無線 （ ）その他
（ ）他の設備 （

（ ）自己所有船舶・（ ）他者所有船舶 （ ）設備無し ）

重複記載している （ ）多客期にチャーターするため
場合の事由 （ ）その他（ ）
注）重複記載とは、他の事業者の遊漁船として登録簿に記載されている船舶を当該事業者の遊漁船として
も記載されているものをいいます。
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PARADISE

271-36753

○

○

○

携帯電話　090-5096-1033

5ﾄﾝ未満 ◎

250-44668

SEA
PARADISE 2

6.26 6 ◎

○

携帯電話　090-3055-3230

○

○
○

5ﾄﾝ未満
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SEA
PARADISE 1

6.27 6 ◎

○

携帯電話　090-5096-1033

○

○
○

5ﾄﾝ未満
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登録番号 * 氏名又は名称 *
作成日 * ／ ／ 変更日 1: ／ ／ 2: ／ ／ 3: ／ ／

別表６ 出航中止基準及び帰航基準

出航中止基準 出航の可否の判断は、以下の方法により行います。（該当に○）

（ ）単独の判断 （ ）団体による判断

出航地や案内する漁場、出航地か 出航中止の判断は、以下のとおり
ら案内する漁場までの間において、 行います。
以下のいずれかの状況となっている ①出航中止を判断する団体名
場合、出航を中止します。 *

②上記団体の代表者、連絡先
*( ）海上警報（風、霧等）、波浪 代表者 *

警報の発令中 連絡先 *
( ）出航地の波高 ｍ
（ ）出航地の風速 ｍ ③団体の構成員の氏名又は名称及び
（ ）出航地の視程 ｍ 登録番号
*( ）事業者が危険と判断したとき 別紙１のとおり
（ ）その他 ④出航中止の判断の方法

（ ） 別紙２のとおり

帰航基準 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航す
ることとします。
*（ ）海上警報（風、霧等）、波浪警報の発令
*（ ）利用者に急病人やケガ人が出たとき
（ ）漁場における波高 ｍ
（ ）漁場における風速 ｍ
（ ）漁場における視程 ｍ
*（ ）上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
（ ）その他（ ）

知事（登1）第1311号 伊賀　祥浩
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５００
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登録番号 * 氏名又は名称 *
作成日 * ／ ／ 変更日 1: ／ ／ 2: ／ ／ 3: ／ ／

別表７ 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

気象又は海象等の 出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をしま
状況が悪化した場 す。
合の避難する場所 案内する漁場の位置 避難する港

* *
* *
* *
* *
* *
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる
場所に避難します。

磯等（磯、筏、防波堤等）渡しの業務を行う場合

磯等と遊漁船との （ ）携帯電話
間の連絡方法 （ ）利用者に渡した発煙筒

（ ）その他（ ）

磯等に遊漁船の旅 *
客定員以上の利用
者を渡す業務の形
態の場合にあって
は、緊急的に利用
者を収容し帰航さ
せる方法

加太港

阿尾港

明石港

明石港

沼島港

加太周辺

日ノ御碕周辺

明石海峡周辺

播磨灘周辺

沼島周辺

伊賀　祥浩

 71 3
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登録番号 * 氏名又は名称 *
作成日 * ／ ／ 変更日 1: ／ ／ 2: ／ ／ 3: ／ ／

別表８ 安全の確保のため周知すべき内容及び方法

周知の方法 周知する内容
（該当に○） （該当に○）

（ ）遊漁船に周知 一般的事項
内容を掲示す *（ ）出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に
る。 従うこと

（ ）遊漁船の乗船 *（ ）遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
前に書面を配 *（ ）航行中、波の影響により船体が動揺することがあることか
布する。 ら、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船する

こと
*（ ）天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
*（ ）救命胴衣及び救命浮環の保管場所及び使用方法
*（ ）落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及

び使用方法
*（ ）乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣等（船に備え

付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて
国土交通省が定める要件に適合するもの）を着用すること

（ ）その他（ ）

磯等渡しの場合
*（ ）磯等渡し及び磯等の上においては救命胴衣等を着用するこ

と
*（ ）磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方

法
（ ）その他（ ）

漁場において口頭で 一般的事項
説明する。 （ ）その他（ ）

磯等渡しの場合
*（ ）磯等からの帰航時間
*（ ）磯等で天候が急変した場合における避難場所
（ ）その他（ ）

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表11 法第15条に基づく周知の内容及び方法等

周知の方法 （ ）遊漁船に周知内容を掲示する。
（該当に○） （ ）遊漁船の乗船前に書面で配布をする。
周知する内容 案内する漁場に係る下記の事項であって、

① 水産資源保護法（昭和26年法律第313号）に基づく爆発物、有
毒物の使用禁止

② 漁業法( 昭和24年法律第267号）、水産資源保護法に基づく省令
（瀬戸内海漁業取締規則等）

③ 都道府県漁業調整規則
④ 海区又は連合海区漁業調整委員会の指示
⑤ 広域漁業調整委員会の指示
⑥ 事業者が所属する団体が当事者となっている漁場利用協定（沿岸
漁場整備開発法（昭和49年法律第49号）に基づき届出されたも
の。）

⑦ 事業者が所属する漁業協同組合が定めた資源管理規程（水産業協
同組合法（昭和23年法律第242号）に基づき認定を受けたもの。）
利用者の採捕に係る

ア）漁具及び漁法（撒き餌、釣り餌の制限を含む。）の制限
イ）水産動植物の大きさの制限
ウ）採捕禁止となっている水産動植物の種類

について周知します。
利用者保護の *（ ）都道府県漁業調整規則又は海区、連合海区若しくは広域漁業調
ために業務主 整委員会の指示によって定められた水産動植物の採捕禁止区域
任者が遵守す （利用者に採捕させる水産動植物に係るものに限る。）に案内しま
べき事項 せん。
（該当に○） *（ ）法に基づいて周知した大きさの制限以下の水産動植物が相当程

度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。
*（ ）法に基づいて周知した採捕禁止となっている水産動植物が相当

程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。
（ ）その他（ ）

※ 「周知する内容」のうち、該当しない部分は２本線（ ）で消したうえ、捺印すること

登録番号 * 氏名又は名称 *
作成日 * ／ ／ 変更日 1: ／ ／ 2: ／ ／ 3: ／ ／
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別表10 事故発生時の連絡方法

* 連絡手段（ ）

電話
海上保安機関（Tel：118）

遊漁船 警察機関（Tel：110）
連絡手段 救急機関（Tel：119）
（ ） 電話

* 連絡責任者：
* 連絡手段（ ） *（Tel：

）

* 別記様式第１号
利用者の自宅 による報告
最寄りの医療機関 ※事故発生３日以内

※業務主任者の連 絡手段
（携帯電話がある場合）

都道府県担当部署：

業務主任者の氏名 電話番号

*
*（Tel： ）
*（Fax： ）

業務主任者の氏名 電話番号

※ 遊漁船の連絡手段（無線等の通信設備がある場合）
別表４に記載したとおり。

登録番号 * 氏名又は名称 *
作成日 * ／ ／ 変更日 1: ／ ／ 2: ／ ／ 3: ／ ／

知事（登1）第1311号 伊賀　祥浩

 71 3

携帯電話

携帯電話
西川　友美

090-9053-0222
072-320-1884

三谷　和也(変更1)　 090-1448-7146
高松　秀和　　　　090-6985-1443

伊賀　祥浩　　　　090-5096-1033

大阪府水産課

06-6210-9611

06-6210-9613

携帯電話

激流会

16115



遊 漁 船 業 者 登 録 票

氏名又は名称 伊賀 祥浩

登録番号 大阪府 １３１１

登録の有効期間
令和３年 １月２０日から

令和８年 １月１９日まで 

営業所の所在地 東大阪市大蓮南

遊漁船の名称

遊漁船業務主任者

の氏名 
伊賀 祥浩・高松 秀和

三谷 和也

損害賠償措置の

保険期間 
令和５年 ６月２０日から

令和６年 ６月２０日まで

遊 漁 船 業 者 登 録 票

氏名又は名称 伊賀 祥浩

登録番号 大阪府 １３１１

登録の有効期間
令和３年 １月２０日から

令和８年 １月１９日まで 

営業所の所在地 東大阪市大蓮南

遊漁船の名称

遊漁船業務主任者

の氏名 
伊賀 祥浩・高松 秀和

三谷 和也

損害賠償措置の

保険期間 
令和５年 ６月２０日から

令和６年 ６月２０日まで

遊 漁 船 業 者 登 録 票

氏名又は名称 伊賀 祥浩

登録番号 大阪府 １３１１

登録の有効期間
令和３年 １月２０日から

令和８年 １月１９日まで 

営業所の所在地 東大阪市大蓮南

遊漁船の名称

遊漁船業務主任者

の氏名 
伊賀 祥浩・高松 秀和

三谷 和也

損害賠償措置の

保険期間 
令和５年 ６月２０日から

令和６年 ６月２０日まで


